
　北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働

くすべての労働者（臨時、パートタイマー、アルバ

イト等を含む。）に適用される北海道最低賃金が次の

とおり改定されました。　

　　　　　時間額８１０円
　　（効力発生年月日　平成 29 年 10 月 1 日）

◆最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、

　臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算

　入されません。

◆最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低

　賃金法違反として処罰されることがあります。

◆特定の産業（「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製

　造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、

　電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶

　製造・修理業、船体ブロック製造業」）で働く者に

　は北海道の特定（産業別）最低賃金が適用されます。

◎問い合わせ先

　留萌労働基準監督署　　　　　　　　　　　　　

　☎ 42-0463　FAX　43-6418

必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も

　国立北海道障害者職業能力開発校では、求職中の

障がい者の入校生（訓練期間１年又は２年間）追加

募集をしています。

　詳しくは、当校又は最寄りの公共職業安定所まで

お問い合わせください。

◎問い合わせ先

　砂川市焼山６０番地

　☎　0125-52-2774

　FAX 0125-52-9177
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　廃ＦＲＰ船はセメントの原料・燃料として再利用

されます。

　ＦＲＰ船の廃船をお考えの方は、下記へご相談く

ださい。

◎問い合わせ先　

　ＦＲＰリサイクルセンター

　☎ 03-5542-1202

　HP http://www.marine-jbia.or.jp/recycle/

北海道地区廃船処理協議会からのお知らせ

　夜間における子どもの急な病気やけがなどの際に、

看護師や小児科医師が保護者等からの相談に対し、

電話により助言を行っています。

◆相談受付時間

　毎日午後７時から翌朝８時まで

◆相談電話番号

　道内どこからでも「＃ 8000」でご利用出来ます。

　※ＩＰ電話、ひかり電話及びＰＨＳからは「＃ 8000」

　　は利用できません。011-232-1599 に電話してく

　　ださい。

◆注意事項

　医師が直接診察して治療を行うものではなく、あ

　くまで電話による家庭での一般対処などに関する

　助言を行うものです。緊急性のある子どものため

　の電話相談ですので、育児相談はご遠慮ください。

◎問い合わせ先

　北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課

　☎ 011-232-4111（内 25-326）

北海道小児救急電話相談事業について

　北海道開発局留萌建設部から各種防災情報のお知

らせです。地域の防災にお役立てください。

◆北海道地区　道路情報

　全国の国道（高規格道路を含む）、道道の情報をリ

　アルタイムで提供しています。

　http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/Roadinfo/  

  index.htm

◆北の道ナビ　吹雪の視界情報

　吹雪の視界情報の現況と予測を行っています。冬

　道の安全な運転に活用してください。

　http://northern-road.jp/navi/touge/fubuki.htm

◆川の防災情報

　川の水位や雨量をリアルタイムで提供しています。

　http://www.river.go.jp/kawabou/ipTopGaikyo.do

◆洪水浸水想定区域図

　留萌・天塩川の洪水浸水区域図を公表しています。

　お住いの地域の洪水氾濫・浸水被害の可能性の確

　認や、避難活動に活用ください。

　http://www.hkd.mlit.go.jp/rm/tisui/f6h4sv0000000abg.html

◆全国港湾海洋波浪情報網（ナウファス）

　全国 78 観測地点における波浪の定常観測のデータ

　の速報値です。

　http://www.mlit.go.jp/kowan/nowphas/

◎問い合わせ先

　国土交通省北海道開発局　留萌開発建設部

　留萌市寿町１丁目 68 番地

　☎　42-2310

各種防災情報のお知らせ


